世羅町商工会新規創業支援助成実施要綱
（目的）
第１条　この要綱は、世羅町商工業の活力向上を支援する事業補助金交付要綱に基づき、町内での創業を志す者に対して創業時に要する経費の一部を助成することにより、創業時の経営安定及び円滑な事業展開を支援し、町内における商工業の発展に寄与することを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。（１）創業　新たな事業の開始であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア　事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、かつ、その法人の所在地が町内で登記されている場合（以下「法人設立」という。）
イ　事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和40年法律第33号）第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始し、かつ、申請者が町内に居住し、住民票に記載されている場合（以下「個人創業」という。）
ウ　すでに事業を営む個人又は法人が、日本標準産業分類の大分類を越えた異業種の事業を新たに開始し、かつ、当該事業の拠点を町内に有する場合（以下「第二創業」という。）
エ　アからウまでに規定する「事業」は、その経済活動が、自己の危険と計算（自らの責任において損失リスクを負い、費用及び利益が自己に帰属することをいう。）において独立して営まれ、営利性及び有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事業は除く。
①農林水産物の生産のみを行い、自らその加工又は販売を業として行わない農林水産業
②不動産の賃貸、売買、仲介又は管理を主たる内容とする不動産業
（２）創業日　法人設立にあっては法人の設立登記をした日、個人創業にあっては開業届出書に記載された開業の日、第二創業にあっては当該異業種の事業を開始した日とする。
（３）小規模企業者　中小企業基本法（昭和38年法律第122号）第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。
（交付対象者）
第３条　助成金の交付対象となる者は、町内において新たに創業を志す者であって、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
（１）世羅町商工会（以下「本会」という。）の会員であること又は助成金の交付を受けるまでに本会に加入すること
（２）小規模企業者に該当すること
（３）本会の経営指導又は助言を受けること
（４）町税（国民健康保険税を含む。）を完納していること
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
（６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業でないこと
（７）フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に定める者又はその他の反社会的勢力でないこと及びこれらと関係を有しないこと
（９）訴訟又は法令遵守上の問題を抱えていないこと
（10）国、県又は町の他の制度による創業又は就農に関連する補助金等の交付決定を受けていないこと
２　本会会長（以下「会長」という。）は、前項の要件を満たす者であっても、事業の内容が適切でないと認めるときは、助成金を交付しないことができる。
（交付対象となる事業等）
第４条 助成金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
（１）第７条の規定による助成金交付申請書の提出日（以下「提出日」という。）において、第２条第１号に規定する新たな事業を開始していないこと、又は創業日から６か月を経過していないこと。
（２）特段の事情がある場合を除き、提出日から１年以内に当該事業を開始していること。
（３）提出日から３年間にわたり、町内で当該事業を継続すること。
（４）前号の期間において、町税を完納すること。
（５）会長が必要と認めた事項について情報提供すること。
（助成対象経費）
第５条　助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、創業のために要した次に掲げる経費で、会長が適当と認めるものとする。
（１）開業費　店舗又は事務所等の開設に伴う工事費
（２）販売促進費　広告宣伝及び販売促進に関する広報費
（３）備品購入費　機械装置、器具及び備品の購入費
（４）前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める経費
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、対象経費としない。
（１）土地及び建物の取得又は賃借に要する経費
（２）従業員の人件費又は公共料金その他事業の継続的な運営に要する経費
（３）公租公課（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
（４）国、県又は他の公的機関から他の補助金等の交付を受けた経費
（助成金額）
第６条　助成金の額は、助成対象経費の２分の１以内の額で50万円を限度とし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた金額とする。
２　同一の申請者に対する助成は、各区分ごとに、それぞれ１回を限度とする。
（申請）
第７条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
（１）新規創業支援助成金交付申請書（様式第１号）
（２）誓約書（様式第２号）
（３）その他会長が必要と認める書類
２　当該年度の申請の受付期限は、毎年１月末日とし、その日が当会の休業日に当たるときは、その前営業日とする。
（申請の取下げ）
第７条の２　申請者は、審査会開催日の前日までに限り、書面又は電磁的方法（電子メール等をいう。以下同じ。）により、申請の取下げを申し出ることができる。
（審査及び交付の決定）
第８条　会長は第７条の申請があった場合には、審査会を開催し、交付の適否について審査する。
２　会長は、前項の規定による審査会の審査結果に基づき、助成金の交付又は不交付を決定し、その旨を次の各号に定めるところにより、書面又は電磁的方法（電子メール等をいう。）をもって申請者に通知する。
（１）助成金の交付を決定したときは、新規創業支援助成金交付決定通知書（様式第３号）により通知する。
（２）助成金を交付しないことを決定したときは、新規創業支援助成金不交付決定通知書（様式第４号）により通知する。
３　会長は、前項第２号の対象となった申請について、特に必要があると認めるときは、自らの意見を付して再審査を行わせることができる。
（交付の辞退）
第８条の２　交付決定者は、書面又は電磁的方法により、助成金の交付を辞退することができる。
２　助成金の既支給がある場合は、第12条の規定を準用する。
３　辞退した者は、当該年度において、同一事業の再申請ができない。
（実績報告）
第９条　交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該年度の３月20日までに事業を完了し、事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の３月20日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
（１）新規創業支援助成金交付請求書（様式第５号）
（２）新規創業支援助成金実績報告書（様式第６号）
（３）事業収支決算書
（４）新たに創業したことを証明する書類
ア　法人設立にあっては、法人登記事項証明書の写し
イ　個人創業にあっては、税務署に提出した開業届出書の写し
ウ　第二創業にあっては、当該事業に係る売上発生又は取引開始の事実が確認できる書類（売上伝票、契約書、納品書、請求書等の写し）のほか、会長が必要と認める書類
（５）許認可を必要とする業種にあっては、営業許可証の写し
（６）経費の積算根拠が確認できる書類（請求書等の写し）
（７）支払が確認できる書類（領収書等の写し）
（８）実施状況に関する証拠となる写真
（９）町税の納税証明書又は滞納のない証明書
（10）その他会長が必要と認める書類
（支給）
第10条　会長は、実績報告に基づき、その内容を確認し、振込先へ振込により助成金を支給する。
（年次報告）
第11条　交付決定者は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して３年間継続して営業を行い、各年度の３月31日までに、次に掲げる書類を本会に提出しなければならない。
（１）新規創業支援助成金年次報告書（様式第7号）
（２）前号様式７号に定める添付書類
（３）その他会長が必要と認める書類
２　前項の規定にかかわらず、法人であって決算期が２月又は３月の者については、決算申告の手続きが完了し次第、速やかに前項各号の書類を提出するものとする。
（助成金の返還等）
第12条　会長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
（１）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
（２）その他不正の事実があったとき
附則
（実施の時期）
この要綱は、平成26年４月１日から実施する。
（改定）
この要綱の一部改正は、平成27年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、平成28年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、平成29年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、平成29年11月27日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和２年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和３年５月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和８年４月１日から実施する。
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